
公募公告 

 

下記のとおり公告します。 

令和６年１月２６日 

 

支出負担行為担当官 

経済産業省大臣官房会計課長 浦上 健一朗 

 

 

記 

 

１．公募に付する事項 

（１）件名 

令和６年度タクシーチケット供給業務 

（２）業務内容 

経済産業省（経済産業省本省、資源エネルギー庁及び中小企業庁）における職員の緊急の

用務が生じた際に利用するタクシーについて、乗車料金の現金払に代えてカード会社等が発

行するタクシーチケットを利用することにより、タクシーが利用できることを目的としたタ

クシーチケットの供給業務 

（３）契約期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

２．公募に参加する者に必要な資格等に関する事項 

（１）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に該当し

ない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得てい

る者は、予算決算及び会計令第７０条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）令和４・５・６年度経済産業省競争参加資格（全省庁統一資格）を保有し、「役務の提供等」

を選択した者であること。 

（３）経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこ

と。 

（４）過去３年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている者ではない

こと。 

（５）公募実施要領に掲げる条件を満たす者であること。 

（６）提出書類を下記３．（１）の期限までに提出しない者は、参加できないものとする。 

 

３．参加申込書の提出期限等 

公募への参加を希望する者は、当省サイトより公募実施要領をダウンロードし、内容を確認の

上、記載事項を満たす場合には、提出期限までに申込書等必要書類を提出すること。 

（１）提出期限 令和６年２月１５日（木）１２時００分まで 

（２）提出書類 参加申込書、企画提案書及び資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し、 

その他必要である場合は委任状 

（３）提出方法 次のいずれかの方法により提出すること。 

①電子媒体での提出 

申込書等を、メールにて送信すること。 

なお、当省基盤システムの仕様により、１通の容量に制約（１０ＭＢまで）があることか



ら、１度で送信困難な場合には、分割する等により適宜提出すること。 

②紙媒体での提出 

申込書等を２部（正１部、副１部）封筒に入れ、提出期限までに郵送又は持参をするこ

と（期限までに提出先に到着しなかった書類は無効とする。）。 

なお、郵送する場合は、期限に余裕をもち、配達記録が残る形で郵送（提出期限日時必着）

するものとし、郵送した旨をＥ－ｍａｉｌ等で連絡すること。 

（４）提出先 

住 所：〒100-8901 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

経済産業省大臣官房会計課（本館１０階 東１） 

担当者：光永 

電 話：０３－３５０１－１６１６ 

E-mail：bzl-keiyakuchohi@meti.go.jp 

（５）問い合わせ先 

（４）に同じ 

（６）提出に当たっての注意事項 

①持参により提出する場合の受付時間は、平日１０時から１６時（１２時～１３時を除く。）

まで、最終日は１２時までとする。ただし、閉庁日は除く。 

②提出された書類はその事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。

また、返還も行わない。 

 

４． 契約者の選定 

公募実施要領に記載のとおり 

 

５． 申込書の無効 

次の各号の１つに該当する申込は、無効とする。 

（１）本公告に示した資格のない者 

（２）提出書類に不備があった者 

（３）その他公募実施要領による 

 

６．その他 

本調達は、令和６年度予算に係る調達であることから、予算の成立以前においては、採択予定 

者の決定となり、予算の成立等をもって採択者とする。 

 

以上 


